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７．<その他>
生産性向上・多様な働き方の実現に向けた取組



情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針（ICT指針）

【建設現場へのICT導入にあたり、建設業者が留意すべきポイントと事例】
＜留意点(例)＞
 工種・工程・要求精度に見合った最適な機器の選定
 ICT活用による技術者の兼任制度活用とのシナジー
 下請業者等との連携・協働
 技術者や技能者の技能向上

ウェアラブルカメラ

3Dレーザースキャナー

背景・課題
 「地域の守り手」である建設業においては、担い手確保が喫緊の課題
 建設業の持続可能な発展のため、現場管理の効率化・生産性向上に
資する建設業のICT化が不可避

 建設分野におけるICT活用に向けた技術開発が進展しつつある
一方、建設業のICT化は不十分な現状

ICT施工の取組状況

37%

（一社）全国建設業協会調べ（R6d）

①ＩＣＴ活用による現場管理を努力義務化（特定建設業者・公共工事受注者）
②ＩＣＴ活用による現場管理の下請に対する指導を努力義務化（元請）
③ＩＣＴを活用した現場管理の指針作成（国） ④公共工事でのＩＣＴ活用に向けての助言・指導等（公共工事発注者）

第三次・担い手３法
赤字 事業者の取組
青字 国・発注者の取組

ICT指針の概要

○ 建設業者によるICTを活用した生産性向上策への積極的取組み、ICTを活用した施工管理を担う人材育成が待ったなしの課題
○ 特定建設業者はもちろん、その他の建設業者についても、経営規模等に応じたICT化への取組みが不可欠
○ 建設業のICT化の実現には、建設業者だけでなく、発注者・工事監理者・設計者等の理解が不可欠
○ 建設業者間での共同での新技術の開発・研究の促進による、さらなる技術開発推進が必要
○ 工事現場においてICTを活用しやすくなるよう、発注者も通信環境の整備について協力
○ i-Construction2.0の推進も含めた建設業全体のICT化を推進し、省力化による生産性向上・建設業の魅力向上を実現

【バックオフィスに関するICT活用のために取り組むべきこと】
• 元請・下請間の書類等のやり取りの合理化
• CCUS、建退共電子申請方式の積極的活用
• 電子契約等の積極的活用
※国・自治体は、公共工事におけるASPの
積極的活用、書類の簡素化が必要

〈
主
な
ポ
イ
ン
ト
〉

国交省調査（ R6d ）

1.7%

15.3%

83.0%

電子契約の導入割合

取り組んでいる

全て電子契約

一部電子契約

全て書面契約

0 20 40 60

労働時間管理の徹底

書類授受の省力化

ITツールの活用

処遇の改善

ICT建機の導入

建設会社（元請・下請）が実施している

長時間労働是正のための取組（上位5位）

(%)

(N=1276)

(N=1496)

(N=9136)

63%

国交省調べ（R5d）
国交省調べ（R6）

取り組んでいない
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（※）情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針（ICT指針）に関する事例集

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001851357.pdf

ICT事例集(※)⇒



（参考）【R7.6.13公表】建設業における省力化投資促進プランについて
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○生産性向上の必要性が高い12業種について、官民での取組目標と具体策を定めた「省力化投資促進プラン」を令和7年6月公表。

○建設業のプランも同日に公表しており、令和7年2月開催の車座では、本プランを踏まえ、各団体で具体的な目標・期限を定めた計画

を策定し、業種・職種に応じた効果的な取組を推進することについて建設業４団体と国土交通大臣において申し合わせを行っている。

プランの概要

【目標】 建設業における2029年度の実質労働生産性目標は2024年度比で９%増

KPI１. 2029年度までに建設業における年間実労働時間を全産業平均並み

KPI２. 説明会における省力化投資支援施策の周知を年間10件(2029年度50件)

本プランにおける目標・KPI

サポート体制図

R7.2.14車座様子 ICT活用例

【実態把握の深掘り】

・他産業と比較し低水準にある労働生産性の向上が課題

・ICT活用状況はバラつきがあり、特に中小規模の建設業者のICT活

用を推進していく必要

【多面的な促進策】

・補助金等の周知やICT活用の優良事例の横展開を実施

・R6年6月建設業法等改正により、各種規制・制度の見直しを実施

・ICT活用の広報強化や、R6年度補正予算を活用した支援を実施

【サポート体制の整備・周知広報】

政府:関係機関と連携し、ICT活用の積極的促進のための施策展開

自治体:建設業者のICT活用の理解増進・スキル向上を図る

関係団体:政府・自治体の施策を活用した積極的なICT活用

ドローン ウェアラブルカメラ



建設業におけるICT導入・活用促進のための支援措置について（R7.11.1時点）

中小企業省力化投資補助金の概要

補助率補助上限額（大幅な賃上げを行う場合の上限額）従業員数補助対象

1/2以下200万円（300万円）従業員数5名以下補助対象としてカタログに登録さ
れた製品等
（補助対象者は中小企業等）

500万円（750万円）従業員数6〜20名

1,000万円（1,500万円）従業員数21名以上

カテゴリ登録
（国交省＋業界等対応）

製品登録・販売店登録
（製品メーカー等対応）

交付申請
（販売店・建設業者対応）

【補助金交付の流れ】

○ 建設業の持続可能性を確保するためには、建設業者がその経営規模に応じ、ICTを活用した生産性向上策への積極的取組みを
行うことが待ったなしの課題

○ 特に中小建設業者によるICT化に有効な製品を、「中小企業省力化投資補助金(中企庁所管) 」の補助対象（カタログ）に追加

交付

(出所)中小企業省力化投資補助金HPより作成

製品カテゴリ登録済

マシンコントロール・マシン
ガイダンス機能付ショベル

チルトローテータ付ショベル

RFIDによる一括読
み取りシステム

3Dプリンタ（AM）
ウォータジェットはつり

ロボット

交付申請可能な製品

測量機
（自動視準・自動追尾機能付高

機能トータルステーション）

地上型3Dレー
ザースキャナー

GNSS測量機

清掃ロボット

シンダーコンク
リート解体機

バランサ装置 鉄筋自動曲装置
産業用小ロット
印刷対応デジタ

ル印刷機

鉄筋組立
作業ロボット

パワーアシ
ストスーツ
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事業内容

「地域の守り手」となる地方の中堅・中小建設業従事者の、施工管理におけるICT技術への習熟を深め、ICT技術も活用した迅速
かつ効率的な応急復旧を強力に実現できる体制を構築する

 「地域の守り手」である建設業が、将来にわたりその役割を果たし続けるためには、処遇改善・働き方改革・

生産性向上が不可欠であるほか、激甚化・頻発化する各種災害に適切に対応できる能力・体制を構築・

強化していくことが必要。

 建設業の生産性向上を支えるICT技術の開発が進展しつつあるなか、厳しい作業環境となることが多い

被災地の応急復旧においてもICT機器を積極的に活用することにより、現地作業の安全性を高めるとと

もに、迅速かつ円滑に対応するための環境整備を図ることが必要。

背景・課題

災害対応時における地域建設業の課題に関する実態調査（R6.8国土交通省）
※グラフは災害対応の要請元ごとの建設業者からの回答数

○被災地の迅速な応急復旧に資する防災訓練等を行うに際し、応急復旧活動

におけるICT機器の活用を想定した訓練等を行う場合に、当該訓練等に要す

る費用の一部を助成

ICT機器を活用した
迅速な応急復旧を
可能とする体制の構築

 交代制で応急復旧に
入る複数事業者間で
現場状況を円滑に共
有可能に

 ２次災害のリスクがあ
る被災現場で安全性
の高い施工が可能に

災害時は、現地状況の把握
や安全確保が難しい

事業スキーム

＜対象とするICT機器（例）＞
ウェアラブルカメラ

ドローン

ウェブカメラ 四足歩行ロボット

〇事業形態:間接補助事業（補助率１/２以内）
〇補助事業者:災害対策基本法第２条に基づき指定された指

定公共機関である建設業団体
〇補助対象経費:建設業団体が実施する防災訓練に際しての

ICT機器の導入および発災時以外の建設現場におけるICT
機器の活用に要する経費

〇事業期間:令和７年度～

国土交通省

補助事業者

間接補助事業者
（各都道府県の建設業団体等）

交付申請

1/2補助申請

建設市場整備推進事業費補助金 令和７年度補正予算額： 300百万円
（令和６年度補正予算額：250百万円）

① ICT機器の選定・購入

 応急復旧活動を想定し
たICT機器について、間
接補助事業者にて選定
・購入

 購入した機器については
、訓練の実施期間以外
の期間では、平時の工
事においても活用可能

② 防災訓練の実施

 応急復旧に係る防災
訓練において、会員企
業等の作業員参加の
もと、ICT機器も活用
した実地訓練を実施

 会員企業等を対象に
、被災地において活用
が望ましいICT機器に
ついて研修実施
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（１－１）猛暑期間を回避した工事発注
・猛暑日（WBGT値）を考慮した工期設定

・発注者による、猛暑期間の現場施工を回避する工夫（準備工、工場
製作等）により、工期設定

（１－２）猛暑期間を休工可能とする工事発注

・猛暑期間を休工可能とする工事発注の実現に向け、効果や必要とな
る費用・取組の調査を目的とした試行工事の実施【新規】

（１－３）猛暑期間における現場施工回避の協議の明記
・宇都宮国道事務所等において、試行的に実施
・特記仕様書への記載を他事務所に展開【新規】

（１－４）猛暑時間の施工回避

・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を、監督職員と協議
の上、柔軟に設定

・早朝・夜間施工に係る警察や地元等への協議について、必要がある
場合、発注者が協力すること等について、特記仕様書へ記載【新規】

（１－５）１年単位の変形労働時間制（１－２～１－４とセット）
・１年単位の変形労働時間制の活用に向けた関係者との連携【新規】

（１－６）適切な設計図書の作成

（１－７）労働実態の把握

【概要】
○建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現が必要
○猛暑は今後も続くと想定され、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現が必要
○施工者の自主性を尊重しつつ、地域の実情や現場の状況等に応じて、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、

新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援する取組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめ

来季に向けて実施する具体的な施策・取組

１．猛暑期間・時間の作業回避 ２．効率的な施工、作業環境の改善

３．猛暑対策に必要な経費等の確保

（２－１）i-Construction 2.0の推進
・施工・データ連携・施工管理のオートメーション化の取組を加速

（２－２）作業環境の改善
・個社毎の取組（定置式水平ジブクレーン、バイタルチェック機器等）

・技術開発の促進（SBIR制度による支援に向けた公募実施） 【新規】
・技術提案評価型S型を活用した、作業環境の改善に資する施工方法・
施工計画の工夫促進【新規】

（３－１）熱中症対策に係る経費
・現場管理費、現場環境改善費での熱中症対策費用の計上
・実態に応じた熱中症対策費用の確保【新規】

（３－２）直接工事費
・維持工事等で標準歩掛がない作業は見積り等による精算変更
・施工実態調査に基づく歩掛の見直し

建設工事における猛暑対策サポートパッケージ【概要版】

中長期的な課題への対応

・日給制の技能労働者の年間総労働時間・賃金を確保する方策
・１年単位の変形労働時間制の運用改善、生命・安全を守るための猛暑日における作業のあり方の議論

４．地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開

（４－１）工期における猛暑日考慮の徹底【新規】
・「工期に関する基準」の対応状況調査、働きかけ等

（４－２）工期以外の猛暑対策の推進【新規】

（４－３）好事例の横展開【新規】
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「工期に関する基準」は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事
項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である（令和２年７月作成）。

令和６年４月からの建設業の時間外労働規制適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、同年３月に同基準を改定。

関連資料：工期に関する基準

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項

（１）自然要因
（２）休日・法定外労働時間
（３）イベント
（４）制約条件
（５）契約方式

第１章 総論
（１）背景
（２）建設工事の特徴
（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（４）本基準の趣旨
（５）適用範囲
（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項
（１）準備 （２）施工 （３）後片付け

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について
（優良事例集）

第６章 その他
（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応
（２）建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応
（３）基準の見直し

第４章 分野別に考慮すべき事項
（１）住宅・不動産（２）鉄道（３）電力（４）ガス

（６）関係者との調整
（７）行政への申請
（８）労働・安全衛生
（９）工期変更
（１０）その他
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・受発注者間のパートナーシップ構築が各々の事業継続上重要。

・受注者は、契約締結の際、時間外労働規制を遵守した適正な工期
による見積りを提出するよう努める。

・発注者※は、受注者や下請負人が時間外労働規制を遵守できる工
期設定に協力し、規制違反を助長しないよう十分留意する。

・発注者※は、受注者から、時間外労働規制を遵守した適正な工期
による見積りが提出された場合、内容を確認し、尊重する。

※下請契約における注文者も同じ

・資材の納入遅延や高騰は、サプライチェーン全体で転嫁する必要。

・自然要因（猛暑日）における不稼働を考慮して工期設定。

・十分な工期確保や交代勤務制の実施に必要な経費は請負代金の
額に反映する。

・勤務間インターバル制度は、安全・健康の確保に有効。

・会社指揮下における現場までの移動時間や、運送業者が物品納
入に要する時間も労働時間に含まれ、適切に考慮して工期を設定。

・本基準を踏まえた適正な工期設定は、契約変更でも必要。

・各業界団体の取組事例等を更新。



関連資料：建設業法令遵守ガイドライン

「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（第８版）」（令和８年１月 国土交
通省不動産・建設経済局建設業課）関係部分抜粋

１．見積条件の提示等（建設業法第20条第１項から第４項まで及び第６項、第20条の２）

（６）通常必要と認められる材料費等の額や工期を著しく下回る見積書の提出及び変更依頼とならない
よう、適正な見積のやりとりが必要

（略）

なお、建設業法第２０条の「工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数」については、受注者
は「工期に関する基準」（令和２年７月中央建設業審議会勧告。以下「工期基準」という。）において、工
期設定にあたり考慮すべき事項とされている建設業の担い手一人ひとりの週休２日や猛暑日をはじめ
とする自然要因等を踏まえ、作業日数を見積る必要がある。また、建設業法第２０条第４項に基づき、
発注者は受注者が「工期基準」等を踏まえた見積りを考慮するよう努めなければならない。

特に近年の酷暑に鑑み、上記に従い受注者は、猛暑日を考慮し て必要な作業日数を見積り、また、
発注者はこれを考慮するよう努めなければならないことに留意する必要がある。
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３．著しく短い工期の禁止（建設業法第１９条の５第１項及び第２項）
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
③受注予定者が、発注者から提示された工事内容を適切に施工するため、「工期に関する基準」の内
容を踏まえ、猛暑日などの不稼働日や建設工事に従事する者の休日等を考慮して、適切な工期の見
積りを行ったにも関わらず、発注者がその内容を尊重せず、それよりもかなり短い期間を工期とする
請負契約を締結した場合

（２）「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」とは、「工期に関する基準」等に照らして不
適正に短く設定された期間

（略）

発注者と受注者は、双方合意の上で設定した工期が、それ以降の下請契約に係る工期設定の前提
となり、そのしわ寄せは必ずその受注者ひいてはサプライチェーン全体に及ぶこととなることを十分に
認識した上で、時間外労働規制に抵触することがないよう、発注者は建設業の担い手一人ひとりの週
休２日などの休日の確保など、工期に関する基準の考慮すべき事項を踏まえた見積依頼を行い、受注
者においては時間外労働規制を遵守した適正な工期による見積りを提出するよう努めるとともに、発
注者においては受注者から当該見積りが提出された場合には、内容を確認し尊重する必要があること
に留意しなければならない。

なお、時間外労働規制を上回る違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、例え、発注
者と受注者との間で合意している場合であっても、「著しく短い工期」であると判断され、発注者と受注
者のそれぞれが建設業法第１９条の５第１項及び第２項に違反するおそれがある。

猛暑日の不稼働を適切に考慮した適正な工期を設定する必要がある。さらに、猛暑日の不稼働につ
いては、熱中症対策にも十分留意のうえ、発注者と受注者の双方で十分に協議して、柔軟な労働時
間や余裕のある工期設定に努めることが望ましい。 102


